
「楢葉町サマーフェスティバル 2026」企画運営業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

 本実施要領は、楢葉町（以下「委託者」という。）が「「「楢葉町サマーフェスティバル

2026」企画運営業務委託」の受託者（以下「受託者」という。）を公募型プロポーザル方

式（以下「プロポーザル」という。）により選定し、契約を締結するための手続等につい

て必要な事項を定めるものである。 

 なお、提案の基本要件は、「「「楢葉町サマーフェスティバル 2026」企画運営業務委託に係

る仕様書」（以下「仕様書」という。）に基づくものとする。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名称 「楢葉町サマーフェスティバル 2026」企画運営業務委託 

（２）業務内容 仕様書に記載の内容による。 

（３）履行期間 契約締結日から令和８年１２月２５日（金）まで 

（４）提案上限額 金 21,000,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

※本金額は企画提案に際しての上限額であり、契約金額を示すものではない。 

 

３ 事務局 

〒979-0696 

福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂５−６ 

楢葉町サマーフェスティバル実行委員会事務局 

（楢葉町産業創生課内） 

担当：風間 

TEL：0240-23-6105 

MAIL：sousei-n@town.naraha.lg.jp 

  



４ 業者選定スケジュール 

内容 日程 

事業公告 令和 7年 12月 24 日（水） 

参加申請書・企画提案書受付開始 令和 7年 12月 24 日（水） 

質問書の提出期限 令和 8年 1月 30 日（金）17時 

質問書への回答 質問後随時回答する 

参加申請書の提出期限 令和 8年 2月 13 日（金）17時 

企画提案書の提出期限 令和 8年 2月 16 日（月）17時 

事前審査（書面審査）の実施 応募多数の場合 ※① 

プレゼンテーション審査実施通知 令和 8年 2月 18 日（水）17時 ※② 

プレゼンテーション審査 令和 8年 2月 25 日（水）14時～ 

審査結果の通知 令和 8年 2月 26 日（木）12時 ※③ 

審査結果の公表 令和 8年 2月 26 日（木）17時 ※④ 

契約締結 令和 8年 3月上旬～ 

※① 応募が５社を超える場合、事前審査を実施する 

※② 通知は電子メール及び電話連絡にて行う。 

※③ 通知は電子メール及び電話連絡にて行う。 

※④ 公表は町ホームページにて行う。 

 

５ 質問方法 

（１）質問の内容 

本プロポーザルに関する質問は、参加申請書、企画提案書の作成及び提出に関する事項並

びに業務実施に関する事項に限るものとし、評価及び審査に関する質問は一切受け付けな

い。 

（２）質問方法 

質問書（様式 1）を使用すること。 

本要領 3に記載の事務局に電子メールで提出すること。また、電子メールのタイトルを

「【サマフェス 2026プロポーザル質問】」とすること。 

（３）回答方法 

質問内容及びその回答は町ホームページに随時公開する。 

（４）その他 

受付期間経過後の質問や電話での質問は原則として受け付けない。 

  



６ 参加申請 

（１）楢葉町工事等請負有資格業者名簿に登録されている場合 

提出書類 様式等 提出部数等 

ア 参加申請書 様式 2 1 部 

イ 会社概要 任意様式 会社パンフレット等 1部 

 

（２）楢葉町工事等請負有資格業者名簿に登録されていない場合 

提出書類 様式等 提出部数等 

ア 参加申請書 様式 2 1 部 

イ 会社概要 任意様式 会社パンフレット等 1部 

ウ 法人又は個人の公的証明書

（登記事項証明書等） 

 1 部 

エ 納税証明書  1 部 

オ 誓約書（暴力団等排除措置に

関するもの） 

様式 5 1 部 

 

 （３）提出方法 

ア 受付期間 

令和 7年 12月 24 日（水）から令和 8年 2月 13 日（金）17 時まで 

イ 提出先 

本要領 3に記載の事務局 

ウ 提出方法 

持参又は郵送により行うこと。 

なお、持参の場合は、土日祝日を除く 9時～17時に受け付ける。 

郵送の場合は、送付用の封筒の表面に「楢葉町サマーフェスティバル 2026」企画運営業務

委託（参加申請書）」と明記のうえ提出すること。 

エ その他 

参加申請書提出後にこれを取り下げる場合は、参加辞退届（様式 3）を提出すること。 

 

（４）参加資格の喪失 

 参加申請書提出後に次のいずれかに該当した場合は、参加資格を失うものとする。 

 ①「実施要綱第３条に定める資格要件を満たさなくなったとき 

 ②「提出書類に虚偽の記載をしたとき 

 

  



７ 企画提案書の提出「 

（１）企画提案書について 

参加申請書を提出した者は、企画提案書を提出すること。 

なお、参加申請書を提出したもので、期限までに企画提案書の提出がなかった場合、自動

的に参加取り消しとなる。「 

 

（２）提出する書類 

提出書類 様式等 備考及び提出部数等 

ア 企画提案書提

出届 

様式 4  1 部 

イ 企画提案書 

 

任意様式  10 部（会社名有り） 

 仕様書「6提案書に盛り込むべき内容」に

ある（1）から（8）までについて具体的に

記載すること。 

ウ 見積書 任意様式  1 部（会社名有り） 

 内訳を記載すること。 

 企画提案時点ではシャトルバス運行計画、

警備計画、サイン計画については概算で費

用を計上すること。 

 

（３）提出方法 

ア 受付期間 

令和 7年 12月 24 日（水）から令和 8年 2月 16 日（月）17 時まで 

イ 提出先 

本要領 3に記載の事務局 

ウ 提出方法 

持参又は郵送により行うこと。 

なお、持参の場合は、土日祝日を除く 9時～17時に受け付ける。 

郵送の場合は、送付用の封筒の表面に「楢葉町サマーフェスティバル 2026」企画運営業務

委託（企画提案書）」と明記のうえ提出すること。 

 

  



８ プレゼンテーション審査 

（１）プレゼンテーション及びヒアリングの実施概要 

ア 日 時  令和 8年 2月 25 日（水）14 時から 

イ 会 場  楢葉町役場 3階大会議室 

ウ 出席者  本業務に係る責任者含む 3名以内とする。 

 

（２）プレゼンテーションについて 

 プレゼンテーションは１事業者 15 分（準備時間を含む）以内とし、その後審査委員

による 10 分程度のヒアリングを行う。 

 参加者毎の開始時間は当日案内する。 

 提出書類以外の資料を使うことはできない。 

 プレゼンテーションは顕名により行う。（会社名を明らかにすること） 

 プロジェクター、スクリーンの使用は可能とし、使用する場合は事前に事務局へ連絡

すること。なお、PCは持参すること。 

 

９ 最優秀提案者の決定 

（１）委員会は、提案内容及び費用を総合的に評価し、一定水準以上の者を優秀提案者と

する。 

（２）得点上位者を順位付けし、第１位を最優秀提案者とする。 

（３）同点の場合は、決戦投票を行う。 

（４）審査結果は、令和 8年 2月 26 日（木）に審査対象者に通知し、町ホームページで

公表する。 

 

１０ 契約に関する事項 

（１）最優秀提案者を優先交渉権者とし、業務委託契約の締結交渉を行う。契約が成立し

ない場合は、次順位者と順に交渉を行う。 

（２）契約書は、委託者と受託者で協議のうえ作成する。 

（３）支払条件は、契約書により定める。 

（４）契約時の仕様は、提案書に基づくものとし、必要に応じて協議のうえ変更する場合

がある。 

 

  



１１ その他 

（１）参加に要する費用は、すべて参加者の負担とする。 

（２）提出後の修正は認めない。ただし、明らかな誤り等は協議により訂正を認める場合

がある。 

（３）虚偽記載の企画提案書は無効とする。 

（４）資格要件を満たさなくなった者の企画提案書は無効とする。 

（５）次のいずれかに該当する場合は、辞退とみなす。 

 ①「提出期限に遅れた者 

 ②「プレゼンテーション審査に遅刻又は欠席した者 

（６）委託者は、公表等に必要な範囲で提出内容を無償で使用できるものとする。 

（７）提出書類は返却しないが、選考以外の目的には使用しない。 

（８）原則として非公開とするが、情報公開請求があった場合は開示することがある。 

（９）提出内容に関わる権利侵害等の責任は、すべて参加者が負う。 

（１０）同一参加者による複数提案は認めない。 

 

 

 


